
第6章 EUレ ベルの空 間計画 への挑戦

欧州空間開発見通 し(European Spatial Development Perspective、以下ESDPと 表記)は 、

欧州委地域政策総局とEU加 盟各国のうち空間政策に熱心な複数国の担当省が主導的役割

を果た し、各 国の枠 を超えたEUレ ベルの空間政策のためのフレーム としてま とめ られた

ものである。ESDPは 、欧州空間を総体 ととらえてサ ステイナブルな発展への ビジョンを

示そうとしている。多心型の都市ネ ットワークシステムを欧州空間全体の骨格 ととらえて

いる。多様な特性を持った地域の寄せ集 めである欧州 空間が、都市ネ ッ トワークを強化す

ることによって、多様性を尊重しながら結束 し、協調的にサステイナブルな発展を目指す

ビジ ョンが描かれている。欧州全体のサステイナブルな発展との関係で都市 を位置づけて

ビジ ョンを示 して いる。

ESDPは 、空 間 計画 上、 都 市の役割 に かな り重 き を置 いて いる点 で 、前 章 で あ げた よ う

な 『都 市 ア ジェ ンダへ 向 けて 』や 『行動 計 画骨子 』な どEUレ ベル にお け る都 市政策 への

動き と連 動 した 。た だ し、ESDPは 、都 市政策 へ 向け た動 き とは一 線 を画 し、 都 市 を注視

す るに と どま らず都 市 と農村地 域 を同等 に扱 い、都市 か農 村 かの政 策 シェ ア 争 いに対 して

は、 中 立の 立場 を とって いる(Atkinson,2001,399)。

本 章で は 、ESDP起 草 に至 った背景 お よび1989年ESDP作 成着 手 か ら1999年 ポ ツ ダム

で 同最 終 文書(CSD,1999)[図6-1]が 採択 され る までの10年 間 の プ ロセ ス を、複 数 の

主体 に よる イ ンター フェイ スの視 点か ら考察 す る[表6-1]。

図6-1『 欧 州 空間 開 発見通 し 〈最終 版〉』(CSD,1999)の 表紙



表6-1 1990年 代 空 間 政 策 の 経 緯:EUレ ベ ル と デ ン マ ー ク 、 オ ラ ン ダ 筆 者 作 成

補 助 事 業:I.1-3.、 欧 州 委 員 会:II.6-1.、II.6-2.、 デ ン マ ー ク:II.6-4、 オ ラ ン ダ:II.6-3.



II.6-1.ESDPの 背 景1

ESDP起 草の動機付 け

ESDPは 、基本的にはEU版 国土計画 あるいは空間計画のような ものだと捉えてよい。

ただ し、単一の国の国土計画と決定的に違うのは、複数の国の国土(テ リ トリー)を 対象

とている点である。土地利用計画を含 む国土計画権限は各国に排他的に帰属するか ら、EU

レベルには空間計画権限は存在 しな い。権限を与え られた単一の政策主体な しに、それぞ

れに権限を持った加盟各国という複数主体間のイ ンターフェイスのプロセスを経てまとめ

られたのがESDPで ある。ESDPは 、EUレ ベルで土地利用を規制することに根拠 を与える

マスタープランではな く、空間戦略の枠組みを提示す るものである。

A.フ ァルディとB.ワ タフー トは、ESDPが1999年 にゴール にたどり着 くまでのプロセス

を丹念に追い、加盟国間で どのような議論がな され どのよ うな紆余曲折があったかを、官

のプランナー寄 りの視点か ら 『欧州空間開発見通 しの作成』にまとめて著 している。サブ

タイ トルには 『これはマスタープランではない(No Masterplan)』 とある。 「ESDPの 作成

者たちは、ESDPを マスタープランにす るつもりはなかった。彼 らは、ESDPは 枠組みであ

り発想の源であると常 に言 い続けた」(Faludi and Waterhout,2002,1)。 以下、ファルディら

の分析 を軸に、ESDPの 背景を概説す る。

ESDP起 草の原点には、「EUレ ベルに空間政策が存在す るのに、そのよ りどころとなる

空間計画がない」 という認識があった。計画 をまず立ててそれ に沿って政策 を実行 してい

くプロセスに慣れている官の論理か らす ると、EUレ ベルの空間政策は根無 し草のようで

座 りが悪かった。

1958年 ローマ条約当初は、交通政策の例外 を除けば国を超えた欧州 レベルの空間政策は

見当た らなかった。しか し、統合市場 を目指す という主 目標は、明 らかに欧州 をひ とつの

空間ととらえる前提 に立ってお り、広い意味での空間政策 といえる。1970年 代 に構造基金

が創設されて以降はEU域 内の地域間不均衡是正を目標 とした空間政策がはっき りと打ち

出された。また、環境面で も空間政策が提示されている。サステイナブルな発展に照 らし

て、都市のスプロールが問題 とされ、サステイナブルな土地利用が提唱されている。欧州

交通ネ ッ トワークTENs、 構造基金、環境面からのサステイナブルな発展は、どれ も空間

政策である。テクノクラー トたちは、政策 に根拠を与える空間計画あるいはそれに準 じる

ものを求めていた。

EU統 合が本格化 し共通政策 を持つよ うになる前から、都市計画や国土計画のプランナ

ーたちは国境 を越えてネッ トワークを持ち、国境 を越 えた計画を考えていた。戦前からル ・

コルビュジエが中心 となったCIAMや ハ ワー ドを祖とする田園都市計画協会な ど、地域計

画のプロフェッシ ョナルネ ッ トワークは地球 を覆 う規模 で広がっていた。

J.ゴッ トマンがアメリカ東海岸のメ トロポ リスが連担 した都市的状況 に着 目しメガ ロポ

1 本 節 お よ び 次 節 の原 点 と な っ た論 考 は
、筆 者 が ヨー ロ ッパ2000+とESDPに つ いて 初 めて 整 理 した 「サ

ステ イ ナ ブル ・ヨー ロ ッパ ー国 土 計 画 か ら空 間 計 画 へ 」(岡 部 、1999b、118-122)で あ り、 これ を拡 充 し

た もの が 「多 心 型 の 欧州 空 間 に 向 けて 」(岡 部 、2003b,217-238)で あ る。 本研 究 で は 、近 年 の 学 術 的 検 証

の 成 果 を取 り入 れ て 考 察 を深 め た 。



リス論 を展開したのに刺激 されて、戦後欧州で も類似の都市発展を追い求め、北西欧州地

域計画会議を組織 した。彼は1960年 代 にすでに ドーバー海峡を陸路で結ぶ構想 を温めてい

た。欧州石炭鉄鋼共同体ECSCが 設立 された とき、オランダをは じめ として各国には国を

越えた欧州 レベルの計画を嘱望す る動きがあった。欧州経済共同体 に発展 してその期待は

一段 と高 まった。ドイツは、欧州評議会に国際的な計画の役割を求めた。欧州評議会内に、

欧州地域計画 閣僚会議CEMATが 創設 された。1980年 代 、CEMATは その活動 を活発化 さ

せ、1984年 トレモ リノスで、欧州地域空間計画憲章 を採択 した。欧州で初めて空間計画の

考え方が一応の合意 をみた。その後、CEMAT自 体の活動は停滞す るが、1988年 のローザ

ンヌ会議で1989年 第1回ESDPナ ン ト会議へ向けた話 し合いが行われた。ESDP作 成のプ

ロセスか らみると、CEMATの 同会議は重要な意味を持 っている。

ESDPの 話合 いが始まるころに、 フランス地域開発調査機関DATARの 報告書(Brunet,

1989)が 『ブルーバナナ』を軸に欧州空間を概念化 してみせ、大きな反響を呼んでいた[図

6-2]。 この調査 はそ もそ も欧州におけるフランスの各都市 を位置づけるため に行われた も

のだった。当時EU加 盟12か 国にオース トリアとスイスを加えたエ リアの165主 要都市に

ついて調査 した。フランス人地理学者R.ブ リュネが中心 となって作成 した欧州地図には、

大きなバナナのかたちが描き込まれていた。バナナは、ロン ドンから ドーバー海峡を渡 り、

オランダ、ベルギーを抜けてフランス ・ドイツの国境 に沿って南下 し、スイスを経て北イ

タ リアと南フランスの国境付近の地中海に終わる。調査対象165都 市のうち半分近 くがバ

ナナ型のメガロポ リスゾー ンに位置 している2。彼は、 このブルーバナナ地域3を 欧州の背

骨、あるいは中軸 と位置づけた。調査対象14か 国のうち、総面積の18%の ブルーバナナ

に、人 口20万 人以上の都市の47%が 集中して いる。ブ リュネは、 ドーバーを渡る トンネ

ルの開通 によってブルーバナナ偏重はさらに加速すると予測 した。同報告書は、ブルーバ

ナナ と対峙す るもうひ とつの軸 として、『南の北』を取 り上げている。北イタ リアか ら北東

スペイ ンにかけての一帯で高い成長が期待 される と分析 している。

このブルーバナナ を主軸とした欧州イメージが、欧州で国の枠にとらわれな い地域再編

の呼び水 となった。ブ リュネの分析手法が とくに先進的だったとはいえないが、直感的に

理解 しやすいブルーバナナの訴求力は絶大だった。少な くともブルーバナナは、各国 ごと

に塗 り分 けられたパ ッチ ワーク地図よ りはるかに市民が実感する欧州のイメージに近かっ

た。 また、ブルーバナナか ら外れた都市や地域が例外な く危機感を募 らせるな ど、ブ リュ

ネの意図を超 えて、後の欧州地域開発の挑発材料 となった。

ブルーバナナ に対抗 して、『ぶ どうの房』の欧州イメージが登場 した。ぶ どうの房のほう

が、多心型の欧州都市システムにはふさわ しく、多様性の中にも類似性が認め られ る欧州

2 ブル ー バ ナ ナ は 、国 民国 家 を基 盤 と した秩 序 が で き る以 前 の欧 州 の空 間 構 造 を掘 り起 こ した 一 面 が あ る 。

ブ ルー バ ナ ナ そ の も の に は言 及 して い な いが 、バ ニ ャ ス コ とル ・ガ レは 、15世 紀 初 頭 「中央 イ タ リア か

ら ライ ン流 域 と フ ラ ン ドル 地 方 を通 って バ ル ト海 に至 る 主廊(corridor)に 通 商 都 市 が 多 数 栄 え 、 生産 と

交 換 が 発 達 し資 本 の 蓄 積 が 進 んだ 。 そ の 痕跡 が 、今 日の欧 州 の都 市 分 布 の 枠 組 み に顕 著 に現 れ て い る 」

(Bagnasco and Le Gal〓s,2000,5)と 指 摘 して い る 。

3 ブル ー バ ナ ナ は 、偶 然 生 ま れ た呼 称 だ った 。 「J.シラク 計 画 担 当 相(当 時)がDATARを 訪 れ た とき 、青

色 に塗 られ て い た と こ ろ を指 して 「この青 い バ ナ ナ は 何?」 と訊 ね た 。 これ を聞 い たル ・ヌー ベ ル ・オ ブ

セ ルバ トゥー ル 誌 の 記 者 が タ イ トル に用 い た と ころ 、こ の呼 称 はす っか り定 着 した 」(Faludi and Waterhout,

2002)a



イメージに近い とする考え方である。もっとも、「ブ リュネは、欧州空間を概 念化す ること

を目的としたわけではな く、欧州都 市ネッ トワークの特徴 として、ブルーバナナのゾー ン

が、他の部分よ りコンパ ク トだ という事実 を指摘 したまでだった。ブルーバナナが驚 くべ

き反響を生んだ という事実は、欧州空間を容易に把握 できる概念が必要である ことを示 し

て いる」(Faludi and Waterhout,2002,11)。 ブルーバナナ は、 フランスの発展 ビジョンを描

くための基盤 とな る現状分析だったにも関わ らず、欧州全体で驚 くほ ど反響 を得た。 この

事実によ り、各国で空間/国土計画を担っているテクノクラー トらは、共有できる欧州空間

ビジョンの必要性 を改めて痛感 した。EUレ ベルの空間計画は加盟国すべて の合意 を取 り

付け られない限 り権限上無理であっても、共有できる枠組みな しでは、EU全 体の空間戦

略はおろか各国の空間政策す ら成立 しない--国 土計画を担 う官の危機意識が困難 を承知

でESDP作 成へ と後押 しした。

図6-2 ブ ル ー バ ナ ナ 出 典:Brunet,1989

『ヨーロッパ2000』 および 『ヨーロッパ2000+』

欧州は これまで、英仏独の三大国のパワーバラ ンスで進むべき方向性が決め られてきた。

しかし、以前は各国 レベルの政策であった ものがEUレ ベルで規定されるようにな り相対

的に自立的な地域の重み を増す状況下、個々の地域の戦略的な動きまかせ では、競争の激

化に陥る懸念が強まった。

1990年 代 以降 、南 欧諸 国 を迎 え入れ て加盟 国 が増 え、経済 条件 が 異な り、国 民 国家 や 地

域 に対す る市 氏意 識 の 異な る国が 加 わった 。 国家 とは 一線 を画 した地 域 の動 き が 目立つ よ

うにな った。 ど うす れ ば 国境 を越 えて錯 綜 す る地域 の 力 を調 整 しうるの か--EUレ ベル

地域 政策 に新た な 難題 が 浮 上 した。 欧州 委 員会 は 、地域 政策 総 局 を中心 に この 課 題 と取 り

組 み、EUレ ベ ル の政 策 文書 と して 『ヨー ロッパ2000』(EC-Regional Policy,1991)と マ ー

ス トリ ヒ ト条約 発効 を受 けて公表 され た 『ヨー ロ ッパ2000+』(EC-Regional Policy,1994)

を作 成 して いる 。EU領 土 の地理 的条 件 、人 口、産 業 の分 布 な どを分 析 し、EUの 今後 の

発 展の方 向 を探 る 内容 で あ る。EU領 土が 一 国民 国家 の 国土 と決 定的 に違 うの は 、対 象 と

す る領土 内 に国境 を含 む境 界地域 が ある ことであ る。 こう した 認識 に対応 して 、 構造 基 金



共同体主導INTERREGが1990年 に創設 された。国境に接する地域に対するEUレ ベルの

事業支援である。

『ヨーロッパ2000』 は、欧州全体 の空間政策を構想 しようとした最初の文書である。

当時の欧州委地域政策担当委員B.ミ ラン(Bruce Millan)は 、「『ヨーロッパ2000』 は、欧

州 レベルで地域計画を構想する突破 口である」 と前書きで述べている。国 レベルだけでな

く地域 レベルや地方 レベルで戦略計画を立案す るとき、欧州空間というスケールの考察が

欠かせなくなってきた。後述す るオランダやデ ンマークは国レベルですで に欧州空間スケ

ールを意識 して空間計画 を構想 してお り、地方 レベルのバルセロナは、カタルーニャ州の

みな らず、地中海沿岸圏をにらんで 『バルセ ロナ2000戦 略計画』を構想 している(Williams,

1996,99)。 『ヨー ロッパ2000』 は、確実 にEUレ ベルの空間計画を見据えなが らも、一部

の期待 に応えるほ どの空間政策を打ち立て るまで には至 らず、議論を喚起 し、発想 ・情報 ・

経験を共有するにとどまった。『ヨー ロッパ2000』 の提起 したテーマは、国 レベルや国を

超えた レベルよ りもむ しろ地域 ・地方 レベル のプランナーや空間政策担当者 を刺激 した

(Williams,1996,100)。

第1部 は欧州の人 口・経済動態を示 し、第2部 はインフラと空間的結合、つま り、交通 ・

情報 ・科学技術 ・エネルギー問題 について述べている。ユーロ トンネルに象徴 されるよう

に、EUを ひとつに結び付けるインフラや情報通信ネッ トワークの強化に力点が置かれて

いる。第3部 は環境 を取 り上げ、第4部 はEU空 間政策の枠組みとして農村地域、都市地

域 と並んで境界地域、沿岸地域、諸島地域 を取 り上げて現状分析 している。EUレ ベル固

有の空間政策 フィール ドとして境界地域があ り、共同体主導INTERREG創 設を欧州領土 開

発 ビジョンの文脈 に位置づけている。

『ヨーロッパ2000+』 は 『ヨーロッパ2000』 を展開させたもので、欧州委地域政策担当

委員B.ミ ランの任期中にまとめられた。3部 構 成で、第1部 は、欧州テ リトリーの現状 と

傾向を分析 している。第2部 は農村地域 ・都 市地域 ・境界地域の抱える問題を明 らか にし

主な発展の方向を示 して いる。第3部 は加盟各 国によって多様な空間計画体 系をレビュー

している。EUレ ベルの空間政策 らしい特徴 を現 しているのが境界地域 についての分析 と

展望である。境界地域 の拡大解釈で、 トランスナ ショナルな協力圏を複数提示 し、欧州の

発展にとって国境を越えた協力の重要性 を示 している[図6-3]。 ブリュネの提示 した国

境 を越えたブルーバナナ1人 勝ちの現状認識に対 して、いくつもの越境広域圏を提示 し、

多様性 を尊重 した欧州 の発展の方向を指 し示そ うとしている。『ヨーロッパ2000+』 に広

域圏の現状 とその展望 についての分析が付録 として収録 されているが、その後 に境界地域

支援の拡充 として創設 されたINTERREG II C(1996-1999年)の 支援対象広域圏7つ とほぼ合

致する[表6-2](1994年 時点で北欧諸国が加盟する以前なので、バル ト海広域圏は含ま

れていない)。

『ヨーロッパ2000+』 は、競争力 ・活 力 ・結束 の3点 を大きな 目標 としてかかげている。

「競争力」 とは、単 にイ ンフラの新規整備 を推進するだけでなく、成長が大規模都市集積

に偏ることを抑えあらゆる地域で まんべんな く地方の発展可能性が発揮される方向へ誘導

する政策 を掲げている。サステイナブルな発展の概念が導入され、「活力」を維持する方向

で、経済 ・交通 ・都市環境 ・農業政策改革が論 じられている。経済的地理的格差 を是正 し

て欧州が 「結束」するために空間的社会的排除を減 らす ことが重要であるとしている。よ



り具体 的な政策方針として、国境 を越 えた協 力、辺境地域の孤立 を防 ぐ、欧州都市 システ

ムを均衡のとれた ものとする、農村地域の豊かさを保全す る、の4点 を掲げて いる。

『ヨー ロッパ2000+』 は、欧州議会 と地域委員会CoRに 強く支持された(Williams ,1996,

219)。EU空 間政策は、加盟国相互の均衡を担保するというよ り、地域間の均衡 ある発展

を 目指す方向で浮き彫 りにされ、地域や地方 を相対的に浮上 させ ることに貢献 した。

図6-3 欧州 の複 数 国に またが る協 力 圏 出典:EC-Regional Policy,1994

表6-2 8つ の広域 圏 にお け る指 標 出典:EC-Regional Policy,1994



II.6-2.ESDP起 草 か ら最終 案 取 りま とめ までの プ ロセス

ESDPに 向けた第1回 ナ ン ト、第2回 トリノ会議

『ヨーロッパ2000+』 の描 き出す国境 を越えた欧州再編のダイナ ミズムは、地球規模 の

グローバル化を先取 りするかのようである。国境 を越えて都市ネッ トワークが広がる現実

を前に、欧州をひとつ のま とまりと考 える視点に立ってEUレ ベルの空間政策が誕生 した。

しか し、EUは これ を実行する手段 を持 っていない。国土計画の主体 はあ くまでも国民国

家であ り、その権限は国に排他的に帰属する。マース トリヒ ト条約はEUと 加盟各国の関

係を補完性の原則で規定 し、下位組織である加盟各国の権限が上位組織であるEUの 権限

に優先するという原則を明示 している。国 ・地域 ・地方の下位組織 との複層するパー トナ

ーシップが機能 しては じめてEUレ ベルで描いたビジョンは実現へ向けて動 く。『ヨーロッ

パ2000+』 には 「欧州領土 開発のための協力」 という副題が付いてお り、各国がEUの 方

針に従 う義務はな い。欧州委員会は、境界地域支援INTERREGな どの戦略的な補助金の配

分を通 して、欧州発展 をかろうじて遠隔操作 しようとしてきた。

『ヨーロッパ2000+』 が欧州委員会レベルの文書であったのに対 して、ESDPは 一歩前

進 し、欧州委員会、各国担当閣僚、EU地 域諮問委員会の協働で作成 された。各国担当省

が欧州委員会と同列でESDPに 参画す ることで、EUレ ベルで示された発展の方向性 を各

国の国土計画や空間計画 に反 映する近道 ができ る。1993年 の加盟各国担 当閣僚会議 で

ESDP作 成に向けて基本合意が成立 して以後、1年～半年 ごとに変わる議長 国が中心となっ

て慎重な議論が重ね られた。情報公 開に徹 し、その経緯が逐次公表された。

1997年 素案は、先の 『ヨー ロッパ2000+』 の壁 を越えて実践に移すべく、以下の3点 を

提案 している。

① 欧州空間計画観察ネッ トワーク(ESPON4)の 設立。欧州全域を総体 として常 に把握で

き、比較検討可能なベース をつくる。

②EU境 界地域補助プログラムINTERREG II Cや 先進的取組みTERRA5な ど、空間計画

を戦略的に誘導できる補助金を拡充する。

③ 政策間の横 の連携 と、市町村 ・地域 ・国 ・EUな ど縦 の協力を強化する。

1999年5月 、ドイツが議長国の時 に、ポツダムでESDP最 終案が承認 された。ESDPは 、

環境、社会文化、経済の3つ の相 をバ ランスよ く統合する視点に立ち[図6-4]、 次の3

つの基本方針を示 している。

① 多極分散型の空間発展を目指 し、新 しい都市 と農村の関係を確立す る。

②交通 ・情報イ ンフラへのアクセスの公平性を確保す る。

③ 自然 ・文化 の両財産を適切に管理する。

欧州の空間バランス を探る試みを知るには、最終的に落ち着いたESDPよ りもこれに至

るまでの経緯が重要である。ESDP滑 り出し時点で、牽引役 となったのはフランス地域 開

発調査機関DATARと オ ランダの空間計画機関だった。ESDP作 成への途は、1989年 初 回

4 ESPON http://www
.espon.lu/ 国 土 に 関す る 基本 的な デ ー タ が どこ で入 手 可 能 か を主 に情 報 提 供 して い る 。

5 I
.1-3.参照。



フランスのナン ト会議か ら綱渡 りだった。閣僚級会合ではあったが、12カ 国の うち閣僚が

参加 したのは半分の6カ 国にとどまり、5カ 国は次官級の参加 となった。空間計画権限が

地域 レベルに全面的に帰属するベルギーは一国として代表 を送ることに地域が反発 し欠席

だった。ただ し、欧州委地域政策担当委員のB.ミ ランだ けでな く、 ドロール欧州委委員長

(当時)が 出席 し、注 目された。EUレ ベル の重要性の高 くない会議であ りなが ら、主催

国フランスのシラク計画担当相(当 時)直 々の要請に、 ドロールが個人的関心か ら応えて

参加 した らしい。

ドロール委員長は ミラン地域政策担当委員 のスピーチ を補足するかたちで、会議で発言

している。彼の発言は、①統合(integration)は 自由市場の創造以上の意味があること、②

経済社会の発展 を全体的に見ることの重要性 、の2点 に集約 され る。第1の 点に関 しては、

協 力と最低限のルールな くして競争は機能 しないことを強調 した。補完性の原理 を前面に

打 ち出 し、構造基金改革を行った直後 で、「EUレ ベル政策はボ トムアップに発案 しパー ト

ナー シップで実現 していく」という彼の主張 を述べた。「投資 と同程度に地方の知的集積 と

自立的に発展す る力が重要」だとも述べた。第2の 点に関しては、包括的な視野を持つ こ

とが求め られているとし、集中度、質(サ ステイナビリテ ィ)、「空間 における活動(activities 

in space)」 を考慮すべきと述べている。「彼の言わんとした ことは要す るに 『空間戦略』だ

ったと理解できる」(Faludi and Waterhout,2002,37)。 ドロールがESDPにEUレ ベル政策 と

しての存在意義を与えたかたちにな った。

1990年 、第2回 会議はイタ リアが議長 国とな り、 トリノで行われた。イ タリアは、フラ

ンスや オランダのように国 レベルで空間計画する主体 が存在 しない(EC-Regional Policy,

2000b)。 計画は、地方自治体 単位の都市計画(urbanism)に すべて落 とし込まれる しくみにな

っている。各国に空間/国土計画が存在す るという前提でスター トして いるESDPの 足元を

す くう論争を持 ち込んだ。その後の展開か ら トリノ会議の意義 を見出す とするな ら、それ

ぞれが政策を考 えるベース として各国担当省相互で基本データを自在 に交換できるしくみ

を提案 した ことがあげ られる。これが、ESPON設 立につながった。

図6-4 サステイナブルな空間発展の理念 出典:CSD,1999



ESDPに 向 けた第3回 デ ン ・ハ ー グ会議

フ ラ ンス のDATARと 並 んでESDPへ 向 けて積極 的 に関わ って きた オ ラ ンダ が議長 国 と

な り、1991年 デ ン ・ハ ー グで 第3回 会 議が 開かれ た。前2回 の会 議が 意義 を共有 す る準 備

会合 に近か った の に対 して 、デ ン ・ハー グ会議 以降、ESDP策 定 を明 確な 目標 と定 めて 本

格 始 動 した 。ESDP作 成 の た め の 委 員 会 と して 空 間 開 発委 員 会(Committee on Spatial

DeveloPment)が 正 式 に発 足 し、欧 州委 員会 は メ ンバー では あ るが 主導 的役割 は 取 らな い方

針 とな った 。 オ ラ ンダ は 当 初 か ら委 員 会 の 名称 と して 、 空 間 計 画委 員 会(Committee on

Spatial Planning)を 提案 した が、 イギ リスの反対 にあ った(Williams,1996)。

オランダはEUレ ベルの空間計画6を 強く望 んでいた。デ ン ・ハーグ会議では、オランダ

が提示 したEUレ ベルの空間計画 という考え方 をめぐって議論 され、異論が多 く出された。

結局、計画をサポー トする欧州 レベルの枠組みであって計画(法 的拘束力を持ったマスター

プラン)とはならない ことが確認された。以後、ESDP最 終版までのプロセスで、限 りな く

計画 に近づけようとするオ ランダをはじめとする国々と国を超えた レベルに計画が生 まれ

る布 石 とな る ことを強 く警 戒す る国 々の間で 、最後 まで駆 引 きが続 いた 。

オ ランダ は、デ ン ・ハ ー グ会議 のた め に 『欧州 にお ける都 市ネ ッ トワー ク(Urban Networks

in Europe)』(VROM.nl,1991)と 題 した 文書 を準備 した 。 同文書 は、 都市部(urban areas)

を経 済成 長 のエ ンジ ンかつ 雇 用創 出 役 として 捉え てい る。 欧州 都市 ネ ッ トワー クを構 成 す

る要 素 は、都 市地域(urban regions)、 モ ノ、 ヒ ト、情報 の フ ロー であ り、ハ ー ド、 ソ フ ト

両面の相互結びつきである。都市地域のネ ッ トワークには地域 と欧州全体の2つ のスケー

ルがあ り、両者が連結 されて いなければな らない。

また、オ ランダは、欧州全体の競争力を求めるためには、恵まれていない地域の底上け

だけでなく、発展のよ り進 んでいる中核地域 の問題に欧州 レベルで取 り組むことの大切 さ

を主張 した。これは、1970年 代末から1980年 代初め、オランダの核、つま りラン ドスタ

ッ トが健全であることがオランダ全体の競争的地位 を高めた経験 に学んでいる。すなわち、

競争と結束を表裏一体の ものとして捉え、それを欧州レベルに応用したものである。現在、

中核地域 は過密や環境悪化 の問題 を抱えてお り、周縁地域 は他との連結が不適切である。

デ ン ・ハーグ会議準備文書は、中核 と周縁両方の課題に取 り組む ことの大切さを強調 して

いる。同様の問題は都市内にもある。以上のような認識か ら、多様な欧州像に呼応 して多

心型の発展が望まれて いる。空間的環境的質の観点か ら、中都市 に特別な役割 を付与 して

いる。①都市の経済 ・社会 ・環境的質の改善、②物理的な連結(交 通インフラなど)を 改

善 し、環境にやさしくサステイナ ブルな手段とすること、③協力を強化する こと、の3点

6 空 間計 画(Spatial Planning)は
、わ が 国 の 計 画 体 系 で 通 常用 い られ て いな い 言 葉 な の で 、説 明 を要 す る。

空 間 計 画 は 、ユ ー ロ英 語 で あ って 、英語 圏 に は な い概 念 を英 語 に置 き換 え た言 葉 で あ る(Williams,1996)。

1984年CEMATで 採 択 され た トレモ リ ノス憲 章 は 、欧 州 レベ ル で 空 間計 画 と い う言 葉 を用 いた 早 い例 で あ

る(Council of Europe,1984)。 同 憲 章 で は 、 「社 会 に 対す る様 々 な 政 策 に 地 理 的 な 表現 を 与 え 、全 体 的 な 戦

略 に則 っ て 、バ ラ ンス の とれ た 地 域 発 展 の方 向 を与 え、空 間 を物 理 的 に規 定 して い く こ と」で あ る と して

いる。空間計画という概念の認知度や内容は、欧州内でも国によってまちまちである。空間計画に対する

認識を共有するために、欧州委地域政策総局は、各国の空間計画(あ るいはそれに相当するもの)制 度を

比較可能な情報となるように各国に作成を依頼 し出版している。概要版と各国分冊より成っているが、概

要版では、空間計画を 「公的セクターが広 く用いているもので、将来における活動の空間的分布を誘導す

る手法」と定義している(EC-Regional Policy,1997e)。



を提唱した。

1992年 リスボン会議以降、1997年 ノールデ ィック素案、1999年 ポツダム最終

第4回 リスボ ン会議では、欧州ネッ トワークTENsが 主に取 り上けられた。議長国ポル

トガルは、欧州の周縁に位置するため、高速鉄道や空路線など交通イ ンフラ整備 を最大の

関心事としていた。その後、1993年 リエージュ、1994年 コルフとライプチ ヒ、1995年 ス

トラスブール と会議が続 いた。1995年 にESDPは 最終案 に漕ぎ着ける見通 しだったが、予

定通 りにことは運ばなかった。フランス省庁再編で、当初か らオ ランダと並んで主導的な

役割 を果た してきたフランスDATARの 関与が減 った。 ドイツ人のM.ウ ルフ ・マテ ィアス

が欧州委地域政策担当委員 にな り、欧州委員会がESDPに 積極的に関与するよ うになった。

フランスが後退する一方欧州委員会が伸長 してESDP作 成へ向けた協力の構図が変わる

なかで、1995年 マ ドリッド、1996年 ベニスで会議が開かれた。スペイ ンもイタリアもESDP

には懐疑的な立場であ り、ESDP作 成へのプロセスは危機 を迎えた。

スペインは、1975年 フランコ死後 に民主化 し、1978年 の憲法改正で地方分権化 が進んだ。

原則 として地方(市 町村)レ ベルに強い計画権限が付与 されるシステムで、国は、土地利

用、都市開発、住宅を含め、大半の空間計画 に関わる権限を持っていない(岡 部,2004;

EC-Regional Policy,1999a)。17の 自治州 と国の間で権 限をめぐる衝突が絶 えず、憲法判断

を仰 ぐケースが複数持ち上がっていた。国が空間政策で主導的役割 を果たせるのは、国土

全体 を覆 う交通ネ ットワークに限 られている。 したが って、ESDPを 国レベルの空間政策

と連動させ る意義を見出 しにくい。また、ESDPの 発端は、恵まれない周縁地域の底上け

偏重のEU地 域政策 を修正 して中核地域 の問題 にも目を向けることであったか ら、 これま

でEUレ ベルの地域政策で手厚い支援を受けてきたスペイ ンにとっては、構造基金の減額

に直結する主張だった。ESDPに 積極的 に関わ ることに国 としてのメリッ トは少な く、短

期的には大きなデメ リッ トがあった。

しか し、オ ランダの精 力的な活動で、1997年 ノールディック会議では、ESDP素 案採択

に漕ぎ着けた。その後は順調に進み、1998年 グラスゴーを経て1999年 ポツダムで最終 版

ESDPが めでたく採択 された。

総花的な最終ESDP比 べて、1997年 オランダが議長 国当時にまとめ られた素案か らは、

ESDPの 特徴がよ り鮮明に読み取れ る。国境 を越え、政策分野別の垣根 を越えて統合的 ・

包括的に空間バランス を見守ろうとす るESDPの 原点は、地理的条件の限 られた国土の中

で市街地と緑のバ ランスを考える ことだった。1997年 素案が、都市相互の関係や都市 と農

村の関係でスプロール を抑制す ることや緑を保全する ことを強調 していたのに対 して、最

終ESDPで はそれがややかすんでいる。

1997年ESDP素 案は、巻末 に4枚 の地図が付 いている[図 6-5]。各地図には 「これは、

ESDP素 案で言及 している空間的要素 を図化 したものである。これは、決 して現在の政策

提案を反映 した ものではな く、本図に示 された要素は確定 した適切な もの とは限 らない。」

という注釈が付け られ、地図を巡って加盟国間で何らかのバ トルがあった ことをにじませ

ている。

素案本体 に掲載 された地図の うちかろう じて主張が垣 間見 られ るのが素案図II-1(CSD,

1997,12)で ある。山と海の物理的な障壁が描 きこまれている。この地図は元来、中核 と周



縁 を示す ものとして作成された(Faludi and Waterhout,2002,107)が 、周縁 に位置づけ られ

た諸国の反発 を受 けて、中核地域のマークが消えた。

オ ランダは空間戦略を5枚 の地図に表現 したが、スペインな どの国の反対 に会い、素案

の一部 として地図を位置づけることが叶わず、参考資料 として この うち4枚 を巻末につけ

る ことで決着 した。巻末に付けることす ら許 されなかった幻の1枚 は、「領土の枠組み

(Territorial framework)」と題 した地図で、オランダ担当省が最 も力を入れて準備 したもの

だ った。各国の代表者は、 自らの国土 と他国の国土を比較し、注文を付けた。ベルギーの

代表は、 ラン ドスタットとルールエ リアに図示す るのであれば、フラン ドルダイヤモン ド

を入れ るべきだ と主張 した。国際的な重要性 を持つ都市を巡っても,見 解 が各国で分かれ

た。

最終ESDPで は、具体的に都市や地域 を特定できる地図としては、距離など客観的地理

情報を記 した1枚 のみ とな り、素案の付図は、抽象的な図(ア イコン)に 挿r替 え られた。

言葉で表現 された コンセプ トであれ ば承服可能でも、同 じコンセプ トを地図化すると受け

入れ られにくい。

オランダは、伝統的に空間計画を地図として表現する手法を根幹に据えてきただけに、

最終ESDPに 主張 をビジュアル化 した地図が含 まれていな いことにとて も失望 した.い わ

ば骨抜 きの空間計画となった。

また、素案では現状分析が具体的かつ厳密で大きな比重 を占めているのに対 して、最終

案では政策展望が前面 に出ている7。ESDPは 当初か ら緻密で厳 しい現状分析 に徹 していた

が、その記述では不利益を蒙 りかねない国や地方 に配慮せ ざるをえなかった と思われ る。

ESDPの 最大の成果は、ネ ッ トワーク欧州 という新 しい状況に呼応 した欧州の新 しい地

図を、だれ もが共有できるイメージとして提供 したことである。ESDPの3つ の基本方針

の うち、まず多極分散型の都市ネ ッ トワークが欧州に張 り巡 らされる。ネ ッ トワークの結

節点が都市で、都市と農村に新たな関係が生まれて欧州空間全体 を覆 う。都市 と農村がめ

りは りのある欧州空間を実現するためには、第2の 基本方針である交通 ・情報のイ ンフラ

が 均等 に行 き渡 って いる こ とが前提 とな る し、第3の 方針 であ る 自然 と人 間が つ く り出 し

た 財産 をバ ラ ンス よ く管 理 して い くことが欠 かせ な い。

ESDPで は、EU共 通交 通政策TETNs8(Trans European Transport Networks)が 移 動の効 率

化 だ けを 目的 と したイ ンフ ラ整備 の域 を脱 し、多 心型都 市 ネ ッ トワー クで 欧州 空間 の質 を

支える交通イ ンフラとして位置づけられた[図 6-6]。ESDPの 具体的な内容 を、その趣

旨が明確 に出て いる と思われ る1997年 素案 をベース に、第1の 方針 を中心 として[表

6-3]に 整理 した。

ESDPは 、そ もそ もこれをあま り快 く思って いな いスペイ ンやイタ リアにとってばか り

でな く、積極的に作成に関わったオランダにとって も満足のいく最終 版には至 らなかった。

それで も、幾多の危機を超えて、予定の倍ほどの10年 という歳月を費や して、最終 版採択

7 1997年 素案は
、3部 構成で、第1部 は欧州レベルの傾向、第2部 は長所と短所、第3部 は将来へ向けて

の展望について述べている。他方、1999年 最終版は、2部 構成で、第1部 で展望を示 し、第2部 がより

分析的な内容となっている。
8 TETNsは

、辺境で不十分な交通インフラを整備し、地理的に不利な地域を押 し上げ、地域間の不均衡を

低減することを当初 目的としてきた。



にまでた どり着 いた ことは大きな成果だった と見るべ きである。

図6-5 多様性を考慮 した都市相互の補完関係と協力 出典:CSD,1997巻 末参考資料



表6-3 『欧州空 間 開発見 通 しESDP素 案 』(CSD,1997)よ り筆 者 作成。

図6-6 EUが 共通 交通 政策 として 推 進 してきたTETNs 出典:CSD,1999



II.6-3.オ ラ ンダ空 間計 画 とESDPへ の 関与9

ここまで見てきたように、1999年 最終ESDP策 定までのプロセスで、2度 議長国とな り

主導的な役割を果た したのはオランダだった。なぜ、オランダは空間政策で リーダー シッ

プを積極的に買って出たのか、その背景 としてあると思われ るオ ランダ空間計画思想 につ

いて考察 を加える[表 6-1:オ ランダ]。ESDPと の関連か ら、① 国 レベルの強力な計画

権限、②オランダ ・モデル と呼ばれる協議方式、③多心型構造のラン ドスタッ トが高 い競

争力を持って いること、④恵まれない地域の底上げと競争力のある地域のよ り一層の強化

を両輪 とした発展政策、の4点 を抽出 して論 じる。

国 レベルの強力な計画権限

オランダは、総面積40,000km2の 国土に、人口約1,600万 が住む、高密度な国である。

13世 紀 ごろか ら河 口の低湿地を干拓 し、国土 を広げてきた。 「世界は神が創 ったが、オラ

ンダはオ ランダ人が造 った」 と言われるゆえんである。現在の国土の2/3は 干拓地で、1/4

が海面 レベルよ り下の土地である。長年苦労 して人工的につ くってきた貴重な国土だけに、

国民は土地利用 を管理す ることの大切さを強 く認識 して いる。そのために、土地利用を実

質的 に制御できる国レベルの空間計画が存在 し、あらゆる空間政策 は同空間計画 に則 って

実施 されている(笠 、2004)。 強い実効性の担保されたオランダの計画システムは、計画 を

担当するテクノクラー トや専門家たちにとっては、理想のかたちであ り、『計画のパ ラダイ

ス』といわてきた。EUレ ベルで実態 として空間政策がありなが ら、個別政策が依拠する

計画の不在は、オランダのテク ノクラー トたちにとって承服しがたい ことだった。

空間計画制度のルーツは、19世 紀末、急激な都市化に呼応 して計画的に住宅 を供給する

ことに始 まってい る。1901年 住宅法 の延 長で戦後1965年 に空間 計画法(Wet op de

Ruimtelijike Ordening/Spatial Planning Act)が 成立 した。同法成立に先立ち、1960年 第1次

国土計画方針が提示された。同第1次 方針は、西部に偏 って都市的に集積 している現実を

問題 とし、均衡ある都市群の配置を誘導しようとした。空間計画法を受けて1966年 に提示

された第2次 方針は、集中的分散がキー ワー ドとな り、大都市 と物理的に切 り離 して衛星

都市を計画的に配置 してい く考え方 を示 した。1976年 第3次 方針は、都市周辺の市町村に

住宅新設を誘導 した。オランダの空間計画の最上位に位置す るこれ ら約10年 毎に示 される

方針 は、ビジュアルに方針を明示する地図を重視 している点に大きな特徴がある。 こうし

たオランダ空間計画の特徴が背景 としてあ り、オランダは、ESDP策 定過程で、欧州空間

の展望 を地図として表現することに執拗 にこだわった。

1980年 代、環境意識の高ま りか ら、干拓事業を今後行わない方針 となった。これ以上パ

イの拡大 しな い現実を直視すれば、国土空間利用の厳 しい管理は不可欠である。前1976

年方針が結果的にスプロールを容認 し、都市中心の空洞化 を招いた との反省か ら、1984年

第4次 方針は、 コンパク トシテ ィを掲げ、中心再生と郊外化の抑制 を目指 した。

9 筆 者 は 、多 心 型 シテ ィ ・リー ジ ョ ンの 伝統 的 な 事例 と して 、 オ ラン ダ の ラ ン ドス タ ッ トに着 目 し、背 景

と して の オ ラ ン ダ空 間 計 画 を調 べ て き た(岡 部 、2001c;Okabe,2002;岡 部 、2003b,239-258)。 平 行 し

てESDPに つ い て調 べて い た と こ ろ 、両 者 が 密 接 な 関 係 に あ る こ とが 明 らか にな った(岡 部 、2001b)。 本

研 究 で は 、関 連 あ る文 献 を調 べESDP策 定 プ ロ セ ス を軸 にオ ラ ンダ の 空 間計 画 を論 じて い る。



オランダ政府は第二次世界大戦後1980年 代 まで、開発によって緑地が蝕 まれる ことがな

いよ うに規制してきた。その結果、緑のじゅうたんに市街地が点在す る伝統 的なオ ランダ

のランドスケープが守 られてきた(VROM.nl,2000)。 人 口密度が高いにもかかわ らず緑地

が維持 されているのは、厳格な規制で開発を管理 してきた ことの賜物である。

このように、計画至上主義を貫 いてきたオランダだが、1990年 代に入 り転機 にさしかか

っている。第1は 、住宅供給を民間開発に委ね る方向にある点である。オランダは、中央

集権 と地方 自治が表裏一体 となった行政システム を採用 している。オランダは、 トップダ

ウンで新たに住宅を供給するエ リアを特定す ることによ り、中央集権 的に土地利用 を制御

してきた。他方、都市計画決定や建設許可な どの権限は基礎 自治体 に帰属する。中央集権

的な住宅政策が薄れるにつれて、一元的に国土空間を管理す るオ ランダの計画システムは

弱まっている。第2は 、国よ りも上位の空間政策の登場である。EUレ ベルでTENs欧 州イ

ンフラ網が政策決定 され、1990年 代以降、EUレ ベル地域政策が存在感 を増すにつれて、

国の空間計画が相対化 されてきた。欧州レベルの空間コンテクス トと連動せず して一国の

空間計画はもはや成立せず、国の空間計画を頂点とした完壁な計画システムは瓦解 しかね

ない。オランダが長年試行錯誤の末に築き上げた空間計画システムを持続させるために、

EUレ ベルの空間計画 と政策 に関与せざるをえなかった といえる。

2000年 ごろか ら長 い論争 となった第5次 方針策定へのプロセス10は、岐路に立ち苦悩す

るオランダの空間計画 を物語っている。オランダは今、サステイナブルな発展を目指 して

困難な道を選択 しようとしている。緑の じゅうたんにコンパク トな市街地が点在する伝統

的なラン ドスケー プをできる限 り守 りなが ら、一方で市場 による開発 を賢 く利用 し、成長

力をな るべ く抑制せず にサステイナ ブルな発展 につなrて いこうとしている。計画のパ ラ

ダイスだった1980年 代までは、新たな市街地化は例外 的であった。あ らかじめ市街地化が

公的に計画されず して 開発され ることはなかったが、 ここにきて民間発案 による自由な開

発を容認する方向に傾 いてきた。新規開発がグ リーンフィール ドを蝕む場合で も、同量の

ブラウンフィール ドを緑化 して相殺 し、 トータルで緑地が減少しなければ原則 として認め

られるよ うになった。オランダは これまで厳格で抜 け道 のない土地利用計画で知 られてき

たが、静態的土地利用管理から動態的な土地利用を前提 とした管理ヘの大転換期にある。

オランダ ・モデル と呼ばれ る協議方式

先述 のように、オ ランダは国土全体が低地であるため、土木技術 を駆使 して国土 を水没

か ら守 り続けてきた。「治水は1か 所でも堤防が崩れ ると終 りなので、"最 初から"み んな

で"相 談"し つつ、"計 画的に"み んなで"管 理"す る必要がある」(長 坂、2000)。 低地を

守る水門の開閉には即断が求め られる。長い治水の歴史 が、関係する主体間で協議 して計

画を共有 しておき的確な判断 を迅速に下 し実行に移す しくみを培ってきた。オランダ ・モ

デル として知 られ る合意形成方式である。 こうしたオ ランダ合意形成のしくみが、多様な

主体が絡み合う都市再開発のマネジメントに効力を発揮 している。

アムステルダム市のプロジェク ト ・マネジメン ト ・オフィスPMBは 、湾岸再開発プロ

10 2001年 、第5次 空間計画方針案が公表されて以後、政権が交代 したため紆余曲折があり、2003年 末現

在発効に至っていない。



ジェク トで、公共セクター、民間デベ ロッパー、有識者や専門家、市民、NPOの 多様な主

体が協議 し合意形成 していく受け皿 の例である。図面やパース、模型など、フィジカルな

イメージを確かめながら、合意に導 く手法である。 ここにおける決定が実効性 を持つ に足

る権限としくみがあり、柔軟かつ効率的な合意形成を可能にして いる。「事前協議で極力衝

突 を避 け、簡単 にいえば勝ち負けよ りも建設的譲歩によ り関係者全員が合意に至るまで話

合いをする」 しくみである(笠 、2004、268、 傍点筆者加筆部分)。 オ ランダの計画制度の

実効性 の高さは、システム設計が優れているだけでなく、合意形成の文化が定着 して いる

ことによ り担保 されている。

他の欧州諸国は多様な国が空間ビジ ョンで合意 しようというESDPの 成功に懐疑的だっ

た。 ましてや、得 られたコンセ ンサスをひとつの地図に落 とし込んで確かめる ことな ど、

できるわけがな いというのが、大半の認識であった。他方、オランダは、合意形成プロセ

スへの揺 るぎない信頼に支えられ、ESDPが 実現可能な合意である という信念を持ってい

た。 しか し、現実は、イタ リア ・スペイ ンな ど空間計画 をそ もそ も持たず、対立の構図の

なかか ら建設的合意に至る交渉の文化に馴染 んできた国々は、ESDPを つ くることの価値

をポジティブに認めることなく、 自国の利害に抵触する部分を極力削除 させた上でESDP

にしぶ しぶ合意す る結末 となった。

多心型構造のラン ドスタッ トが高い競争力を持っていること

オランダの ラン ドスタッ トは、多心型都市システムを骨格 として いる。 ラン ドスタッ ト

は欧州の心臓部に位置 し、地域単位でみた人 口密度では欧州随一の地域である。 ラン ドス

タッ トの多心型都市システムは、アムステルダム(オ ランダの首都)、 デ ン ・ハー グ(行 政

中心)、 ロッテルダム(港 湾都市)、 ユ トレヒ ト(内 陸部の交通の結節点、サー ビス中心)

の4つ の主要都 市で構成されている。異な る都市機能 をこれ ら4都 市でシェア している。

ラン ドスタッ トを構成する都市はいずれ も単独では人口100万 人に満たな いが、直径100

km圏 に広がる リージョン単位にまとまる と人 口600万 人に達する。R.C.ク ロースタマンと

B.ラ ンブレッツは、ランドスタッ ト研究か ら多心型都市 システムの要件 として、① 複数の

都市が互いに近接 していること、② 明確な リーダー的都市の不在、③ 歴史的、空間的に異

な る都 市 がそ れぞ れ 自律 的な行 政制 度 を維持 して いる こ と、 の3点 を挙 げて い る

(Kloosterman and Lambregts,2001)。

ラン ドスタッ トは、中心 に緑地を保全 してきた珍 しい地域 としてよく知 られている。中

心 に位置す る緑地はグ リーンハー トと呼ばれ、直径40kmほ どのエ リア を占める。都市がグ

リー ンハー トを縁取るように連なっていることか ら、ラン ド(オ ランダ語で 「縁」の意)

スタ ッ ト(都 市)と 呼ばれ るようになった。

グリー ンハー トと中都市か ら成る多心型都市システムのおかげで、都市の住人は、同等

の人 口集積 を持つ単心型大都市圏と遜色ない都市的利便性 にアクセスできる。 しか も一方

で、緑豊かな農村 も身近 に享受できる。単心型の大都市圏では叶わないラン ドスタッ トな

らではの魅力である。

変化の激 しい現代において、家族 を取 り巻 く状況は刻々と変わる。多心型都市システム

は、職場、買い物に行 く先、家族構成な どの変化 に対 して、一極集中の大都市よ りもフレ



キ シブルに適応す ることができる。その ことも注 目に値す る。例えば、2人 の大人で構成

されている家庭の場合、2人 が同一の中心都市で就業するとは限 らない。もし2人 が異な

る都市で働 いて いた としても、多心型シティ ・リージ ョンであれ ば、一方 を犠牲にするこ

とな く最適な居所を見 出しやす い(Evans and Taylor,2001)。

ランドスタッ トは現在、ロン ドンやパ リと互角に競争するほ どの強 さを見せている11。

ラン ドスタッ トにとって決定的な競争力となっているのは、EU統 合が深化す る欧州にあ

って、地理的中心 に位置していることもあるが、恵まれた立地条件だけでラン ドスタッ ト

が急浮上 したのではない。グリー ンハー トとそれ を囲む複数都市ネッ トワー クのユニーク

な魅力が ラン ドスタッ トの競争力につながっている。

多様性 を尊重 しつつ結束を強めるためには多心型構造が一心型構造に勝ると思われるが、

現実 には都市間競争にさらされて グローバルには一心型構造 に淘汰 されていく傾向が強い

なかで、ランドスタットは多心型構造を戦略的に競争力に結び付けることに成功した稀有

な例である。ラン ドスタ ットは、多様性 を尊重す る方向で欧州としての結束 を強める戦略

を模索す るEUの 縮図といえる。オランダは、多心型空間計画の経験 を生か して、ESDP

で多心型欧州空間のビジョンを実現可能なかたちで示そうとした。

ラン ドスタッ トは、地理的に恵まれた位置にあって、 とくに欧州統一市場形成以後、新

規の開発圧力を強 く受けている。グ リー ンハー トを揺ぎな い中心 としてきたラン ドスタッ

トだったが、現在岐路に立たされている。ラン ドスタッ トでは、 これ まで多心型都市シス

テムによって、都市と農村のフィジカルなバ ランスが保たれてきたが、都市がついに飽和

状態に達 して しまった。「(高密度なが ら)都 市と農村を峻別できるオランダらしい風景は

消えてな くなろうとしている。このままではオランダ らしさは霧散 して しまう。オランダ

という国を守 りた いな ら、市街地化 を容認 し、国土全体 をメガシティ として計画するしか

ない」。市場動向分析機関の所長をつ とめるD.フ ァンレウレンは、1990年 代半ばに、すで

に警告を発 している。ラン ドスタッ トは将来 に向けてグリー ンハー トの市街地化を容認 し、

単一の大都市圏として発展 していくべきかどうか--1990年 代か ら賛否両論が飛び交 っ

た。

ラン ドスタッ トの個性となっているグ リー ンハー トだが、本来グ リーンハー トの経済基

盤のはずだった農業は形骸化 して久 しく、事実上の郊外住宅地で しかないとの指摘もある。

これ に空港拡張計画が追打ちをかけている。2001年 に策定された第5次 オ ランダ空間計画

方針案[図 6-7]で は、ラン ドスタ ッ トの名は影をひそ め、かわってデル タ中枢都市圏

(Delta-metropolis)の 呼称が前面 に打 ち出されている(VROM.nl,2001ab)。 ラン ドスタッ

トは現在、構成都市相互の連担を強め、都市機能 を強化 して限 りなく単一都市の利便性に

近づ こうとしている。その帰結 として、これ までバランスのとれた多心型都市 システム と

その真ん中にグ リー ンハー トを持つ ラン ドスタットのイメージはぼやけ始め、単心型か ら

派生 した巨大都市圏の姿に近づきつつある。

11 P.ホー ル は
、1960年 代 にす で に ラ ン ドス タ ッ トや ル ー ル の 多 心型 構 造 に着 目 し、 「欧 州 の 多 心 型 メ トロ

ポ リス 地域(ラ ン ドス タ ッ ト、 ライ ン ・ル ー ル)は 、 単心 型(パ リ、 ロ ン ドン)と 比 べて 、決 して 効 率 が

悪 いわ け で は な い。 そ して 、交 通 渋 滞 や 長 距 離 通 勤 の 問題 が は るか に少 な い 」 と述 べ 、 これ らに メ トロポ

リス を 超 え る可 能 性 を見 出 して い る(Hall,1966,242)。



図6-7 第5次 オ ランダ空 間計 画。 ラ ン ドス タ ッ トは 、緑 の コ リ ドー(図 中の 矢印 部分)

の張 り巡 らされ た デル タ中枢 都 市圏 へ脱 皮 しよ う と して いる。 出典:VROM.nl,2001a

恵まれない地域の底上げと競争力のある地域の強化を両輪と した発展政策

オランダは戦後、社会福祉 国家の枠組みで、計画的に発展を誘導 してきた。恵まれな い

地域の底上げを基本とする経済開発政策だった。 しか し、手厚い福祉は、かえって国民や

地域のやる気を喪失させ、オ ランダ病 と呼ばれる長い低 迷期 に入 り、1980年 代後 半、どん

底を経験 した。そこでオランダは、マイナスを極 小化する社会福祉 国家思想を脱却 して、

一程度の社会福祉を維持 した上で、プラスを伸ばす競争力強化の政策 を導入 し、国全体 の

浮揚再生に成果を上げて注 目された。

1990年 代、EUで は南の発展の遅れた国々が加盟 して地域間格差が拡大 し、より多額 の

補助金が恵まれない地域の開発につぎ込 まれていくことに、発展 した国か ら反発が出てい

た。オランダは、オランダ病か ら脱却できた実績 をもとに、競争力の弱 い地域 に手当てす

る半面、競争力のある地域をよ り強化す ることの相乗効果で、欧州総体 としての競争 力を

向上 させるESDPの 考え方12に説得力を持たせ ることに貢献 した。

12総 論では異論はないものの、地域間格差是正の補助金の恩恵を多く受けていたスペインにとっては、補

助金の総枠が動かないなかで、この考え方に同意することは進んで補助金削減を願い出るに等しく、受け

入れられる内容ではなかった。



II.6-4.デ ンマー クの空 間計画 とESDPと の 関わ り13

デンマークは、ESDP作 成プロセスにおいて一度 も議長国になることはな く14、表立 って

は関与 してきたようには見えないが、ESDPと 最 もポジティブに付き合った国のひ とつで

ある。

デ ンマークではオ ランダ同様、空間計画概念が国土計画の根幹に位置づけられてお り、

空間計画は馴染みの深 い言葉である。以下、デ ンマークの空間計画を概観 し、デンマーク

がESDPに 何を期待 したかを考察する[表 6-1:デ ンマーク]。

デ ンマーク空間計画

人 口500万 人の北欧の小国デ ンマークは、戦後一貫 して市街地と緑のコン トラス トを重

視する空間政策をとってきた。デンマークは、国土を都市地域、農村地域、サマーハ ウス

地域の3つ に区分 している(MIM.dk,1994、 松本,2004)。 このうち国土の90%を 占める農

村地域の用途転換 は、原則 として禁止されている。

戦後数10年 にわたる空間政策の経験や関連法規の積み重ねが、1992年 の空間計画法 に

結実 した。法的には県 と基礎 自治体 レベルで4年 ごとに作成す る空間計画がデンマークの

空間政策の要になってお り、地方分権に徹 している。それ より上位の国レベルの空間開発

展望は、環境エネルギー省空間計画局の管轄で、国の空間戦略を示唆する役割である。 こ

こ10年 間で3度 、国 レベルの展望報告書が公表された。

①1992年 、デ ンマーク:2018年 へ向けて15(MIM.dk,1992)

国レベルの空間計画で、エ レス ンド・リージ ョン(後述)の 戦略的位置付けが強調 された。

デ ンマークの発展 に道 を拓くには、スンド海峡に橋を架け、コペ ンハーゲ ンを欧州の交通

ネ ッ トワークの要所とする ことが重要。同時 に、環境先進国として美 しい都市 と田園風景

を守ることが欧州内の競争力である。その保全と発展のための基本方針を示 している16。

②1997年 、デ ンマーク と欧州の空間計画方針(MIM.dk,1997)

国の枠 を超え、欧州 というフィール ドを前提に2015年 に向けて提示されたデ ンマークの

ビジ ョン。同年EUレ ベルで まとめ られた空間開発見通 し素案(1997年)作 成 と並行 して

進め られ、緊密な協力関係が反映 されている。都市相互の関係 と都市 と農村の関係 をベー

ス に、国やEUレ ベル の空間バランスを見守って いくスタ ンスになっている。サステイナ

ビリティを狭義の環境問題に限定せず、経済や社会を含めた広義 にとらえて いる。

13 本 節 の原 点 とな っ た の は 、エ レス ン ド ・リー ジ ョ ン を対 象 と した 拙論 考 で あ る(岡 部 、2001ab;2002b;

2003b,190-208)。 本 節 は 、ESDPと の関 連 につ い て 分析 した研 究 を 参照 し、 欧 州 化 に 呼 応 した 小 国 の空 間

計 画 を主 題 に して い る。

14 デ ンマ ー ク の プ ラ ンナ ー た ち は 、 「バ ル ト海沿 岸 の ビ ジ ョン と戦 略2010」 お よ び1992年 デ ン マ ー ク空

間 計画 方 針 「2018年 に向 けて 」 の策 定 に忙 し く、ESDP会 議 の議 長 国 とな る に足 る 人材 が い な か った 。 ま

た 、 国 土 計画 部 門が 環 境 省 傘 下 に再 編 され る時 期 で 、組 織 確 立 に忙 しか った(Faludi and Waterout,2002)。

15 ウ ィ リア ム ス は 、欧 州 レベ ル の 空 間 計 画 を念 頭 に 置 い た 国 レベ ル の空 間 計画 の 興 味 深 い 例 と して 、東西

統 一 後 の ドイ ツ とデ ンマ ー ク の 両 空 間 計 画 をあrて い る。 「デ ンマ ー ク:2018年 に向 け て 」 の 概 要 を 紹 介

して い る。(Williams,1996,109-111)

16 汚 染 され て い な い 環 境 を競 争 力 と と らえ 、環 境 保 全 を 重視 して い る と こ ろ に 、後 に欧 州 委 環 境 担 当 委員

とな っ たデ ンマ ー ク 人R.ビ ェ レガ ー ドRitt Bjerregaardの 影 響 が うか が え る(Williams,1996,111)。



③2000年 、デ ンマークの国土計画-地 方のアイデンティティと新たな挑戦(MIM.dk,2000)

2025年 を見越 し、成熟期に国土の空間政策 の役割を明 らかにしよ うと試み られて いる。

国が具体的な ビジ ョンを示すのではなく、サステイナ ビリティの観点か ら下位 自治体相互

の協力関係へ導 くこと。また、新たな交通イ ンフラを整備するよ りは、既存のインフラを

効率的に活用す る知恵が重要であるとしている。

以上、国 レベルの空間政策の経緯 を追ってみると、デンマークが市街地と緑のバ ランス

を制御 してきた伝統の延長線上で、よ り広義の 「空間バランス」 を軸 にした国土運営へ と

発展 していった プロセスを読み取れ る。デ ンマークの 「空間バ ランス」思想 は、土地利用

計画制度つ まり 「市街地と緑のバ ランス」をルーツとしている。

土地利用計画で市街地と緑のバ ランスを管理す ることは決 して新 しい話ではなく、近代

地域計画の基礎 にほかな らない。1990年 代、地球環境問題か らサステイナブルな発展が希

求されるようにな ると、 土地利用だけではな く、環境、社会文化、経済の諸相 にまで空間

的にバ ランスを管理す る発想が広がった。その背景には、社会学や地理学か ら試み られて

きた空間的解析 がある。都市社会学者であるM.カ ステルは 「空間が社会的 に生産 され集団

的に消費される」という見方を示 し、都市地理学者のD.ハ ーヴェイは空間 と社会の双方向

性 に着 目した。また、経済学の分野でも、経済活動の起 こる場に着 目して、空間的に経済

を解析 しようとす る動きが広がってきた。

他方、 フィジカルな計画学の分野では、拡大成長 を前提 とした計画の考え方を転換 し、

サステイナブルな発展段階における計画の意義を探 りなが ら社会 ・環境 ・経済 とフィジカ

ルな計画 を統合 しようとする動きがある。パイが拡大す ることを前提 としたバランスの と

れた開発 とは異な り、一定容量のパイの中で譲 り合って、バランスをとって いく考 え方で

ある。

他国に先駆けて 「空間バランス」の発想が生 まれた ことには、オランダ同様国土が平坦

で狭 いことに加えて、地方分権 システムの深化を見落 としてはな らな い。

オ ランダ、デ ンマークとも地方 自治制度が整い、基礎自治体が 自律的に政策 を運営する

権限 を持っている。空間政策体系の要は基礎 自治体 レベルで作成す る空間計画(あ るいは

土地利用計画)に あ り、実際の開発行為 に対 して法的拘束力を持つ。実行手段を伴 う権限

が下位 に帰属す るため、基礎 自治体が空間計画に関わる権限を実質的に握 って いる。

一方、地方や市町村 レベルの計画や規制は上位である国レベルの方針 と矛盾 してはいけ

ないという原則 にしたがって、国レベルの空間政策が地方や市町村の計画 と整合す るしく

みができている。ただ し、国レベルの空間政策は、下位に号令をかけることが使命ではな

い。デ ンマークの2000年 空間計画 に関する報告書は、「国レベルの計画の役割は、具体的

なビジ ョンを示す ことではない。地方あるいは市町村 レベルの計画の集積 こそが、その役

割を担 うべきで ある」と述べている。空間政策 における国の役割を 「(地方や市町村相互の)

対話の舞台を提供 し、協力を促進すること。与え られた国土の地理的条件のなかで、環境

面の責任 を考慮するのは当然だが、環境 に止まらず経済 ・社会文化を統合 した国土全体 を

展望 し、それ に基づく包括的計画 を示す こと」であるとしている。地方分権 に立脚 した国

土政策のあり方 を模索するなかで、「空間バ ランス」の発想が登場 している。デ ンマークは、

地方 自治を尊重 し、国レベルでは空間的にバ ランスを管理することで、サステイナブルな

発展 に近づけようとしている。



デンマークは、ESDPへ 向けた初期の空間開発委員会CSDに 、空間バ ランス をキー コン

セプ トとする文書を提 出 し、ESDPに 環境的な視 点を組み込むことに貢献 した。デ ンマー

クの提案は、分散型の都市 システムを提起するもので、①都市的な広が り、② コリ ドーの

開発、③ エネルギー と交通の適切な活用、の3点 を柱 とした。「都市的な広が り(urban

spread)」 という表現 が、都市の無計画な拡張のニュアンスを伴い、誤解 を招いた ものの、

そ の本 意は 、オ ランダ がデ ン ・ハ ー グ会議 で提示 した 「欧州 の都 市ネ ッ トワー ク」 を構 成

す る要 素で あ る都市 地域(urban regions)に 近 い概 念だ った と考 え られ る。議長 国 とはな ら

な か った もの のデ ン マ ー ク の的 を射 た 貢 献 は 高 く評価 され て い る(Faludi and Waterout,

2002)0

また、デ ンマークは、ESDPと 並行 して、空間計画方針策定を進め、1997年ESDP素 案

とほぼ同時にESDP原 則を国の空間計画に適用 した空間計画方針を示すな ど、ESDPを 国

レベルの空間計画 に積極的に適用 した。

エ レスン ド ・リージョン

なぜ、デ ンマー クは、空間バランスをキー ワー ドに、国内の空間計画 とEUレ ベルの戦

略 を並行 して考えてきたのだろうか。

デンマーク一国の人 口は500万 人規模である。そもそ も北欧諸国は人口が少な く、欧州

に呑み込まれて しまうのではないか という警戒心 を抱き続けている。彼らが、ユー ロ参入

や欧州連邦制の導入 にとりわけ慎重になる理 由のひとつである。首都コペ ンハーゲ ンは、

美 しい環境都市 として知名度が高い。しか し、行政区分上のコペ ンハーゲ ンは50万 人 に届

かず、都市圏に拡大 してや っと100万 人規模である。小国デ ンマークとその首都コペ ンハ

ーゲ ンが、グローバル化の荒波の中で世界 に対 して現在持 っている影響力を維持す るのは

難 しい。デ ンマークは ブルーバナナの外にある17。

1992年 のデンマーク空間計画では、ブルーバナナが触手を四方八方 に伸 ばしたよ うな地

図が描かれている[図 6-8]。 その姿は両手を広げて飛び跳ねて いる人を連想 させ る。人

型にた とえると、デ ンマークをはじめとす る北欧の南部が頭 に相当す る。欧州 の頭 をどう

つ くるか。「国土計画の対象範囲を少しスライ ドさせてス ン ド海峡を中心に地図を見 直す と、

全 く違った発展の可能性が開けてきた」とデンマーク環境省空間開発局のPメ ール ビー18。

国 という殻に閉じこもって知恵を絞って も、明るい展望はなかなか開けない。「われわれデ

ンマークの空間計画を考える者は、これまで国土 しか見て こなかった。国境の外は念頭 に

なかった。ここで思い切 った発想の転換を して、国境 のない欧州地図上にどうデ ンマーク

を位置づけるかを考えることか ら始 めた」とメールビーは言 う。

デンマークは1990年 代、自国の枠内にとらわれずに国の空間戦略を編み出していく方針

17 「デンマーク:2018年 へ向けて」(1992年)が 国境をまたぐ地域を戦略的に創造する構想が提示してい

るが、そこには 「ブルーバナナに対するただならぬ不安が現れている。すなわち、EUの 幹線交通か ら外

れ開発力に取 り残されることに対する懸念がある一方で、EUの 中核地域で顕著な過密渋滞や公害が及ん

でくることに対する懸念がある。」(Williams,1996,110)

18 P.メ ー ル ビ ー は 、 デ ン マ ー ク 環 境 省 空 間 計 画 局 か ら 欧 州 委 員 会 地 域 政 策 総 局 に 出 向 し 、欧 州 委 員 会 官 僚

と し てESDP作 成 に 携 わ っ た(メ ー ル ビー 、2002)。 エ レ ス ン ド に つ い て は メ ー ル ビ ー 氏 に 多 く の 示 唆 を い

た だ い た 。 メ ー ル ビ ー 氏 へ の ヒ ア リ ン グ;Mehlbye,P.メ ー ル ビ ー,P.(10/2000)consulting,Integrated strategies

for development of regions and territories, ex-member of Regional Policy DG,ブ リュッセ ル 空 港 に て:Bossels.



に踏み出 した。このことは、欧州 レベルの空間戦略 と一国の空間計画がオーバーラップす

る ことを意味する。他国に比べてデ ンマークの空間計画が特に、ESDPと 近距離にある所

以である。1990年 代デ ンマークの打ち出した空間戦略にお いて、デ ンマークとスウェーデ

ンの2国 にまたがるエ レスン ド・リージ ョンが国を牽 引すべき中核地域 と位置づけ られた。

トランスナショナルな地域 として誕生 したエ レス ンドは、EUレ ベルの空間戦略の象徴的

存在 として注 目を集めている。以下、エ レス ンド ・リージ ョンの意図と現実を分析 しなが

ら、国境 を越えた空間戦略の可能性 と新たな課題について考察す る。

エ レス ン ド ・リー ジ ョンは、デ ンマ ーク とス ウェーデ ンの2国 に また が る地 域 で、 コペ

ンハ ーゲ ンをは じめ複 数都 市 を擁 して250万 人都市 圏 を形 成 して いる[図 6-10](MIM.dk,

1993)。 ス ン ド海 峡が デ ンマー ク とス ウェー デ ンを隔 てて きた 。エ レス ン ド・リー ジ ョンが

ひ とつのまとまりとして発展 していくはずみ となったのが、デ ンマーク側の都市コペ ンハ

ーゲ ンとスウェーデ ン側の都市マル メを陸続きにす る長大橋の建設であった。

歴史 的にスン ド海峡 を遡る と、必ず しもそ こに国境線はなかった。17世 紀半ば以前のス

ン ド海峡は、デ ンマー ク中心部(ゼ ー ラン ド地方 と首都コペ ンハーゲ ン)と デ ンマーク東

部(ス カニア地方 、現 ス ウェーデ ン)を っな ぐ航 路 だ った(Berg and L〓fgren,2000)。 しか

し、17世 紀 の度重 なる戦 争で 、ス ン ド海峡 がデ ンマー ク とス ウ ェーデ ンの 国境線 とな って

以降 、バ ル ト海 へ の航 路 を確保 した い とい う欧州 列強 の 思惑 が一致 し、国境 線 はス ン ド海

峡 に落 ち着 いた(Linde-Laursen,2000)。

海路に対 して陸路の重要性が高 まり、すでに19世 紀末には海峡 をまた ぐ橋が議論される

よ うになった。最初はサイエ ンス フィクションの域をでなかったが、1960年 代には近代ユ

ー トピアの海峡都市が手 に届 く夢 として構想され るようにな った。 しか し、鉄 とコンクリ

ー トのユー トピア構想は、環境重視への政策転換 にともない、た ちまち色あせて しまった

(Berg and L〓fgren,2000)。

国境を相対化 して国土計画 を見直す ことは、国民国家成立以前の歴史を掘 り起こす こと

で もあった。欧州内で国家間の垣根が低 くな り、国境を越えて100万 人都市が競合するな

か、コペンハーゲ ンが欧州 レベルで戦略的な位置を確保するためには、地理的にも歴史的

にも必然性のあるスン ド海峡 を挟んだ トランスナショナルな地域連携にかける以外 に道は

なかった。

2000年 夏、コペ ンハーゲ ンと、その対岸にあるスウェーデ ンのマルメが欧州最長の橋ス

ン ド ・リンクで結ばれ、エ レス ン ド・リージョンはフィジカルにも一体 となった。100年

越 しの論争を経て、スン ド海峡 を渡る全長16km(両 端 トンネル、アクアラインとほぼ同 じ

長 さ)の 橋が実現 した。

国境で2分 されていた地域がひ とつにまとまった ことで、エ レスン ド ・リージョンの経

済競争力は高まった。スカンジナビアの製薬産業の6割 が この地域 に集 中している。生物

医学研究では、 ロン ドン、パ リに続 く。エ レスン ド ・リー ジョンは医薬産業研究分野で高

いレベルを誇 っている19。

エ レス ンド・リージ ョンは、厳 しい都市間交渉 を乗 り越 えて、医薬分野の域内ネ ッ トワ

19 バ イ オ.医 薬 関 連 企 業 は1997年 の50社 か ら2002年 に は120社 と大 幅 に増 加 した
。これ は 北 欧 の6割 、

ヨー ロ ッパ 市 場 の22%を 占 め る とい わ れ る(JETRO,2003)。



ークであるメデ ィコンバ レーの形成 に漕ぎ着けた。エレスン ド域内の主軸2都 市コペ ンハ

ーゲンとマルメに加えて、両国の大学都市であるデンマーク側のロスキルとスウェーデ ン

側のル ン ドに分散す る医薬関連会社、研究機関、大学が緊密に連携 している。「成行 きにま

かせれ ば、都市は大学 ・研究機関や大企業の誘致 をめ ぐって激 しく競争し合 う。 しか し、

共通す る分野で連携する都市があれば、相互 に調整することで、それぞれが特性を生か し、

一方が学術研究を担い、他方の都市が産業を担 う道が開ける」 と欧州委地域政策総局元空

間政策担 当チーフのR.ニ ースラーは言 う。

交渉で域内競争 を抑制し、調整 と連携で得 られた空間バ ランスを対外的な競争力とす る

という考え方は優れている。「都市の競争力を強化するために、どこが何に特化するかをお

互 いの合意で決めた。相互にネッ トワークを強化 し合 う道を選び、地域内の都市同士が競

争す ることを避けた。おかげで空港立地や企業誘致 をめ ぐって地域内の他者を蹴落 とすよ

うな競争には陥 らなかった。かわ りにクラスター型ネッ トワーク として行動 し、自分たち

の地域をひ とつのまとまりとして外 に売 り込 んだ。 このような地域発展の例 に、本物の成

功 に導 くカギを見 出せ る」 とニース ラーはエ レス ンド・リージョンの試み を高 く評価 して

いる。

欧州の開発ベク トルが北欧の低人 口地域 と東へのEU拡 大に向 いている今、 コペ ンハー

ゲ ンを主核都市 とするエ レスン ド地域は、戦略的に重要な位置を占めている。 コペ ンハー

ゲ ンとマルメが地続きになれば、欧州心臓部からスカンジナ ビア半島へ東欧を経由せずに

直接アクセスできる。将来的にはスウェーデ ンか らエレスン ド・リンク橋 をまたぎ、 ドイ

ツのハ ンブルグまで結ぶ高速交通イ ンフラ整備事業STRINGを 構想 している20。エ レスン

ド地域は西欧 ・東欧 ・北欧の結節点 に位置 し、地政学的に恵 まれている。欧州スケールで

影響 力を持つ人口集積 を備えれば、欧州の中核拠点のひ とつ として安定 した地位を確保で

きる。

長年の議論で難産 に苦 しんできた連携だったが、その背中をひと押 ししたのがEUだ っ

た。欧州地域開発基金ERDFな どによる境界地域支援プログラムINTERREGそ の一端であ

る。コペ ンハーゲ ンとマルメを結ぶ物理的なイ ンフラ整備を終えた2000年 以降 も、2国 に

またがる社会文化的結束を高めるためのプロジェク トをEUレ ベルで継続的にサポー トし

ている。

海峡の両岸で共同開催される文化イベ ン トが目立つ。橋の開通 に合わせて、地域のアイ

デ ンテ ィティとなるロゴマークがデザイ ンされた。大小2つ の小石が額を付き合わせるよ

うなマーク。公共広告 をは じめ、地域の ロゴが巷にあふれている[図 6-9]。 人的資源充

実に投資を集め、エ レス ンド・リージョンをヒューマンキャピタル に育てようとしている。

エ レス ンド ・リージ ョンには2つ の通貨、お互 いにわか りあえる程度の差 とはいえ2つ

の言語が共存 している。マルメに住み、コペ ンハーゲンで働 くスウェーデ ン人女性は、「年

金をは じめ福祉面ではスウェーデンの方が充実 している。デ ンマークで収入を得て もスウ

ェーデ ンで納税できるようになったが、産休 ・保育については職場のあるデ ンマークの制

度が適用される」 と言 う。日常的に2国 間を移動す る生活 には、身近な問題が多数残され

ているが、社会制度が似通 っているため比較的スムースに調整が進んでいる。

20 EU共 通 交 通 政 策TETNsの 一 環 で 整備 を構 想 して い る。




